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(57)【要約】
【課題】容器の上部から吸引によって内容物を注出する
ことが可能であり、しかも再封止可能な口栓を提案する
。
【解決手段】容器２の開口部に取り付けて使用する口栓
１であって、口栓本体１０とキャップ３０とから構成さ
れ、口栓本体は、前記キャップが螺合する雄ねじを備え
た円筒状の外筒１１と、フランジ部１２と、溶着部１３
と、吸引ストロー１６が一体に成形されており、吸引ス
トローの上部には、容器内の空気を吸引除去するための
エアー孔１７が設けられ、キャップは、前記口栓本体の
外筒に設けられた雄ねじに螺合する雌ねじを内周に有す
るねじ部３１と、内筒３２とを有し、該内筒の内部には
、内筒内周を軸方向に摺動可能な可動弁３３を備えたこ
とを特徴とする口栓である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する容器の開口部に取り付けて使用する合成樹脂製の口栓であって、口栓本
体とキャップとから構成され、
口栓本体は、前記キャップが螺合する雄ねじを備えた円筒状の外筒と、口栓全体を保持す
るためのフランジ部と、容器の開口部に溶着するための溶着部と、吸引ストローとが一体
に成形されており、
前記吸引ストローは、最下部が容器の底面に到達する円筒状の管であり、上部に、容器内
の空気を吸引するためのエアー孔を有し、
前記キャップは、前記口栓本体の外筒に設けられた雄ねじに螺合する雌ねじを内周に有す
るねじ部と、前記外筒の内周に嵌合し、内容物を吸引するための吸引プラグを挿入可能な
内筒とを有し、該内筒の内部には、内筒内周を軸方向に摺動可能な可動弁を備え、
該可動弁は、前記吸引プラグが挿入されない状態では、前記内筒先端の開口部を閉鎖して
おり、前記吸引プラグが挿入された時には、吸引プラグの先端と弾性的に係合して内筒内
周を摺動し、内筒先端を開放することを特徴とする口栓。
【請求項２】
　可撓性を有する容器の開口部に取り付けて使用する合成樹脂製の口栓であって、口栓本
体と、吸引ストローと、キャップとから構成され、
口栓本体は、前記キャップが螺合する雄ねじを備えた円筒状の外筒と、口栓全体を保持す
るためのフランジ部と、容器の開口部に溶着するための溶着部と、前記吸引ストローを取
り付けるための吸引ストロー接続部とが一体に成形されており、該吸引ストロー接続部に
は、容器内の空気を吸引するためのエアー孔を有し、
前記吸引ストローは、最下部が容器の底面に到達する円筒状の管であり、
前記キャップは、前記口栓本体の外筒に設けられた雄ねじに螺合する雌ねじを内周に有す
るねじ部と、前記外筒の内周に嵌合し、内容物を吸引するための吸引プラグを挿入可能な
内筒とを有し、該内筒の内部には、内筒内周を軸方向に摺動可能な可動弁を備え、
該可動弁は、前記吸引プラグが挿入されない状態では、前記内筒先端の開口部を閉鎖して
おり、前記吸引プラグが挿入された時には、吸引プラグの先端と弾性的に係合して内筒内
周を摺動し、内筒先端を開放することを特徴とする口栓。
【請求項３】
　前記吸引ストローが、弾性を有することを特徴とする請求項２に記載の口栓。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の口栓を備えた吸引内容物注出容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を収納する容器に取り付けて吸引使用するための口栓に関し、比較的簡
単な構造でありながら再開放、再閉塞が可能であり、しかも液体を最後まで安定して吸引
することのできる口栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液体を収納する容器として、柔軟な袋状の容器に口栓を取付け、全体を紙箱等に
収納したいわゆるバッグインボックスと呼ばれる容器が知られている。バッグインボック
スは、内容物を一度に全量使用するのではなく、小出しに使用する場合であっても、使用
した量に応じて容器が収縮するので、内容物を最後まで空気に触れることなく使用するこ
とができるという長所を備えている。
【０００３】
　特許文献２に記載された口栓構造、ノズルは、このバッグインボックスに用いる口栓で
あって、従来の口栓（特許文献１）においてプラグの内周面と雄部材の頭部における寸法
精度要求が非常に高くて、使い捨て容器など、コストをかけられないものには採用するこ
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とができなかったという問題や、内容物を充填する設備において、内容物の変更に伴って
設備を改変しなければならず、対応が困難であるという問題を解決しようとしたものであ
る。
【０００４】
　従来のバッグインボックスは、箱を所定のサーバーに取り付けて、箱の下部に取り付け
られた口栓から、内容物を自然落下で取り出す方式が一般的であった。特許文献２に記載
された口栓も、同様の構造である。
【０００５】
　しかし、内容量が大きな容器であると、相当の重量があるため、持ち上げて倒立させる
のが困難な場合がある。そこで、例えばインキを印刷機に供給するための容器等では、吸
引ポンプで吸引して使用したいという要求があるが、特許文献２に記載された口栓では、
対応することが出来なかった。
【０００６】
　そこで、発明者らは、従来の口栓に吸引用ストローを取付けることにより、吸引使用が
可能な口栓付き容器を検討したが、単に吸引ストローを取付けただけでは、十分でないこ
とが判明した。これは、内容物の使用に伴って液面が徐々に低下するが、容器の底面と吸
引ストローの最下部との間には多少の隙間があり、液面がこの吸引ストローの最下部に到
達すると、容器内に存在していた空気を吸い込むために、安定した液吸引ができなくなり
、内容物を最後まで使い切ることができないという問題が発見されたためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３４１１２７０号公報
【特許文献２】特開２０１６－２１６０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は、容器の上部から吸引によって内容物を注出すること
が可能であり、容器内に空気が存在したとしても、空気の影響を受けることなく、最後ま
で内容物を安定して吸引できる口栓を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するための手段として、請求項１に記載の発明は、可撓性を有する容
器の開口部に取り付けて使用する合成樹脂製の口栓であって、口栓本体とキャップとから
構成され、口栓本体は、前記キャップが螺合する雄ねじを備えた円筒状の外筒と、口栓全
体を保持するためのフランジ部と、容器の開口部に溶着するための溶着部と、吸引ストロ
ーとが一体に成形されており、
前記吸引ストローは、最下部が容器の底面に到達する円筒状の管であり、上部に、容器内
の空気を吸引するためのエアー孔を有し、
前記キャップは、前記口栓本体の外筒に設けられた雄ねじに螺合する雌ねじを内周に有す
るねじ部と、前記外筒の内周に嵌合し、内容物を吸引するための吸引プラグを挿入可能な
内筒とを有し、該内筒の内部には、内筒内周を軸方向に摺動可能な可動弁を備え、
該可動弁は、前記吸引プラグが挿入されない状態では、前記内筒先端の開口部を閉鎖して
おり、前記吸引プラグが挿入された時には、吸引プラグの先端と弾性的に係合して内筒内
周を摺動し、内筒先端を開放することを特徴とする口栓である。
【００１０】
　本発明に係る口栓は、吸引ストローを備えたことにより、容器の上部から吸引によって
内容液の供給が可能である。また、吸引ストローの上部に容器内の空気を吸引するための
エアー孔を設けたので、容器内の空気を優先的に吸引することができる。
【００１１】
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　また、請求項２に記載の発明は、可撓性を有する容器の開口部に取り付けて使用する合
成樹脂製の口栓であって、口栓本体と、吸引ストローと、キャップとから構成され、口栓
本体は、前記キャップが螺合する雄ねじを備えた円筒状の外筒と、口栓全体を保持するた
めのフランジ部と、容器の開口部に溶着するための溶着部と、前記吸引ストローを取り付
けるための吸引ストロー接続部とが一体に成形されており、該吸引ストロー接続部には、
容器内の空気を吸引するためのエアー孔を有し、前記吸引ストローは、最下部が容器の底
面に到達する円筒状の管であり、前記キャップは、前記口栓本体の外筒に設けられた雄ね
じに螺合する雌ねじを内周に有するねじ部と、前記外筒の内周に嵌合し、内容物を吸引す
るための吸引プラグを挿入可能な内筒とを有し、該内筒の内部には、内筒内周を軸方向に
摺動可能な可動弁を備え、該可動弁は、前記吸引プラグが挿入されない状態では、前記内
筒先端の開口部を閉鎖しており、前記吸引プラグが挿入された時には、吸引プラグの先端
と弾性的に係合して内筒内周を摺動し、内筒先端を開放することを特徴とする口栓である
。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明は、前記吸引ストローが、弾性を有することを特徴とする
請求項２に記載の口栓である。
【００１３】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の口栓を備えた吸
引内容物注出容器である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る口栓は、口栓本体とキャップ、または口栓本体と吸引ストローとキャップ
という、少ない部品から構成される比較的簡単な構造であるにも係らず、従来の口栓では
不可能であった吸引使用を可能とし、さらに可動弁の働きによって、開放、再封止が可能
となった。
【００１５】
　構成部品が少なく、しかもいずれの部品も汎用の合成樹脂で成型することができるので
、安価に製造できる。
【００１６】
　従来、内容物を重力によって容器の下部から供給する必要から、容器全体を倒立させて
、専用のサーバー等に載置して使用していたものが、本発明に係る口栓を備えた容器にあ
っては、吸引使用が可能となったことで、大型の容器であっても、持ち上げたり、倒立さ
せたりする必要が無くなり、使い勝手が向上した。
【００１７】
　また、吸引ストローの上部に容器内の空気を吸引するためのエアー孔を設けたことによ
り、吸引開始時に容器内の空気を優先的に吸引し、空気が無くなった時点で内容液の吸引
が開始されるので、最後の内容液を使い切るまで安定して液の供給が可能である。
【００１８】
　請求項２に記載の発明によれば、吸引ストローを別部品としたことにより、異なる大き
さの容器に対して、吸引ストローの長さを変えるだけで対応することができる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明のように、吸引ストローを、弾性を有する材質とした場合、内容
物の消費に伴って容器がしぼんできた場合に、吸引ストローが容器の変形に追随し、最後
まで内容液を使い切ることができる。
【００２０】
　本発明に係る口栓を備えた容器は、特に印刷機や複写機にインキを供給する容器として
好ましく使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明に係る口栓の第一実施態様を示した斜視図である。
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【図２】図２は、図１の状態から、キャップを取り外した状態を示した斜視図である。
【図３】図３は、本発明に係る口栓の第二実施態様を示した斜視図である。
【図４】図４は、図３の状態から、キャップと吸引ストローを取り外した状態を示した斜
視図である。
【図５】図５は、本発明に係る口栓の第一実施態様を容器に取り付けた状態を模式的に示
した断面説明図である。
【図６】図６は、本発明に係る口栓に、吸引プラグを挿入しようとする状態を模式的に示
した断面説明図である。
【図７】図７は、図６の状態から、吸引プラグを完全に挿入することにより、可動弁が開
放された状態を模式的に示した断面説明図である。
【図８】図８は、本発明に係る口栓の他の実施態様において、内容液を吸引することによ
り、容器の変形に伴って、吸引ストローが変形する状態を模式的に示した断面説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る口栓について詳細に説明する。図１は、本発
明に係る口栓１の第一実施態様を示した斜視図である。図２は、図１の状態から、キャッ
プ３０を取り外した状態を示した斜視図である。また、図５は、本発明に係る口栓１の第
一実施態様を容器２に取り付けた状態を模式的に示した断面説明図である。
【００２３】
　本発明に係る口栓１は、可撓性を有する容器２の開口部に取り付けて使用する合成樹脂
製の口栓であって、本実施態様においては、口栓本体１０とキャップ３０とから構成され
る。
口栓本体１０は、キャップ３０が螺合する雄ねじ１４を備えた円筒状の外筒１１と、口栓
全体を保持するためのフランジ部１２と、容器２の開口部に溶着するための溶着部１３と
、吸引ストロー１６とが一体に成形されている。
吸引ストロー１６は、最下部が容器２の底面に到達する円筒状の管であり、上部に、容器
内の空気を吸引するためのエアー孔１７を有する。なお吸引ストロー１６の先端部は、容
器の底面に吸着しないように、斜めにしたり、凹凸を設けたりしても良い。
キャップ３０は、口栓本体１０の外筒１１に設けられた雄ねじ１４に螺合する雌ねじを内
周に有するねじ部３１と、口栓本体の外筒１１の内周に嵌合し、内容物を吸引するための
吸引プラグ４０を挿入可能な内筒３２とを有し、内筒３２の内部には、内筒内周を軸方向
に摺動可能な可動弁３３を備えている。
可動弁３３は、図６に示したように、吸引プラグ４０が挿入されない状態では、内筒３２
の先端の開口部を閉鎖しており、図７に示したように、吸引プラグ４０が挿入された時に
は、吸引プラグの先端と弾性的に係合して内筒内周を摺動し、内筒３２の先端を開放する
。
【００２４】
　口栓１から吸引プラグ４０を抜去すれば、可動弁３３は、吸引プラグの先端部に係合し
ているため、吸引プラグと共に元の場所に移動して、内筒３２の先端の開口部を再び閉鎖
する。すなわち、容器の再封止、再開放が可能である。
【００２５】
　吸引プラグ４０とキャップ３０の内筒３２とは、図６に示したような吸引プラグ４０に
取り付けられたリングパッキン４１によって密封されるので、吸引動作において、空気や
内容物が漏れ出す恐れはない。
【００２６】
　図３は、本発明に係る口栓１の第二の実施態様を示した斜視図である。また、図４は、
図３の状態から、キャップ３０と吸引ストロー２０を取り外した状態を示した斜視図であ
る。この実施態様においては、口栓１は、口栓本体１０と、吸引ストロー２０と、キャッ
プ３０とから構成されている。すなわち、吸引ストロー２０が別部品となっている。
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口栓本体は、キャップ３０が螺合する雄ねじ１４を備えた円筒状の外筒１１と、口栓全体
を保持するためのフランジ部１２と、容器２の開口部に溶着するための溶着部１３と、吸
引ストロー２０を取り付けるための吸引ストロー接続部１５とが一体に成形されている。
吸引ストロー接続部１５には、容器内の空気を吸引するためのエアー孔１７が設けられて
いる。
【００２７】
　吸引ストロー２０は、最下部が容器の底面に到達する円筒状の管である。口栓本体の吸
引ストロー接続部１５に挿入して接続するので、口栓本体よりも軟らかい材質例えば、ゴ
ムなどが適している。
キャップ３０については、既に述べた第一の実施態様の場合と同じである。
【００２８】
　本発明に係る口栓１においては、吸引ストローの上部にエアー孔１７を設けたことを最
大の特徴とする。容器２に内容物である内容液５０を充填すると、どうしても内部に少量
の空気が混入する。エアー孔が存在しない状態では、吸引を開始すると始めは内容液が順
調に供給されるが、液が無くなってきて、吸引ストローの先端が液面を離れた瞬間、空気
が噛みこんで安定した吸引が出来なくなり、結果として多くの内容液が残留する結果とな
る。
【００２９】
　本発明に係る口栓１においては、図７に模式的に示したように、吸引を開始すると、初
めは、液体よりも吸引されやすい空気がエアー孔１７から優先的に吸引され容器内に残留
していた空気５１が排出される。空気がすべて吸引された後、内容液５０の吸引が開始さ
れるため、以降は、内容液５０が無くなるまで安定して内容液が供給されることとなる。
なお、エアー孔１７の直径については、１ｍｍ～５ｍｍの範囲が好適である。
【００３０】
　図８は、本発明に係る口栓１の第二の実施態様において、内容液を吸引することにより
、容器の変形に伴って、吸引ストローが変形する状態を模式的に示した断面説明図である
。容器２は、可撓性を有するので、内容液の減少に伴ってしぼんで行くが、この時吸引ス
トロー２０がゴムのように弾性を有する材料で形成されていると、容器の変形に伴って吸
引ストロー自身も変形するので、内容液の残液を減少させることができる。
【００３１】
　なお特に図示しないが、本発明に係る口栓１を取り付けた容器２に内容物を充填するに
は、吸引プラグ４０と同じ形状の充填ノズルを口栓に挿入して、図７に示したと同じ、可
動弁３３を開放した状態で、充填することができる。
【００３２】
　本発明に係る口栓１に使用する材料としては、各種合成樹脂を用いることができる。具
体的には、低密度ポリエチレン樹脂（ＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン樹脂（ＨＤＰＥ）
、直鎖状低密度ポリエチレン樹脂（ＬＬＤＰＥ）、ポリプロピレン樹脂（ＰＰ）、ポリオ
レフィン系エラストマー等のポリオレフィン系樹脂や、ポリエチレンテレフタレート樹脂
（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート樹脂（ＰＢＴ）、ポリエチレンナフタレート樹
脂（ＰＥＮ）等のポリエステル系樹脂、ポリメチルメタアクリレート樹脂（ＰＭＭＡ）、
ポリアクリロニトリル系樹脂、ＡＢＳ樹脂、ナイロン－６、ナイロン－６６等のポリアミ
ド系樹脂、ポリスチレン系樹脂（ＰＳ）、ポリ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニ
リデン樹脂（ＰＶＤＣ）、ポリカーボネート樹脂（ＰＣ）、ポリアセタール樹脂、ポリサ
ルフォン樹脂、フッ素樹脂等である。
【００３３】
　具体的な組合わせの例を挙げれば、口栓本体１０や可動弁３３としては、ポリエチレン
（ＰＥ）樹脂を使用し、キャップ３０としては、それより硬めのＰＰ樹脂を使用すると良
い。吸引ストロー２０を別部品とする場合は、ＰＥ樹脂、ＰＰ樹脂、ＡＢＳ樹脂も使用で
きるが、各種エラストマーや合成ゴムを使用することもできる。
【００３４】
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　吸引ストローの内径は、内容液の粘度や必要とする供給量によって変わるが、一般的に
は、２ｍｍ以上であることが好ましい。表１は、インキ容器において、吸引ストローの内
径を２ｍｍ、９ｍｍ、１５ｍｍと変化させ、６ｃｃのインキを吸引するのに要する減圧力
と時間の関係を調べたものである。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　このように、吸引ストローの内径が大きい場合には、低い減圧力でも十分な吸引が可能
であり、内容物の残留も見られなかった。
【符号の説明】
【００３７】
１・・・口栓
２・・・容器
１０・・・口栓本体
１１・・・外筒
１２・・・フランジ部
１３・・・溶着部
１４・・・雄ねじ
１５・・・吸引ストロー接続部
１６・・・吸引ストロー
１７・・・エアー孔
２０・・・吸引ストロー
３０・・・キャップ
３１・・・ねじ部
３２・・・内筒
３３・・・可動弁
４０・・・吸引プラグ
４１・・・リングパッキン
５０・・・内容液
５１・・・空気
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